
 

                              

                                 

委 託 契 約 書（案） 
 

 

委託業務の名称   荒尾市公共施設包括管理委託事業調査業務 

           

 

令和 ２年   月   日から 

履 行 期 間 
令和 ２年  ３月  ８日まで 

 

 

業 務 委 託 料   

 

 

うち取引に係る消費税及び地方消費税          円 

 

 

 上記の業務について、荒尾市を委託者とし、ＸＸＸＸを受託者として、各々

の対等な立場における合意に基づいて、次の条項及び上記内容によって公正な

委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。  

 

 本契約の証として本書２通を作り、当事者記名押印のうえ各自１通を保有す

る。 

 

令和２年   月   日 

 

委託者   荒尾市 

代表者 荒尾市長 浅田 敏彦  ㊞ 

 

受託者   ＊＊＊＊＊ 

＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ㊞ 

 

千 

￥ 

百 

 

拾 

 

万 

 

千 

 

百 

 

拾 

 

円 

 



 

（総 則） 

第１条 受託者は、頭書の業務委託料（以下｢業務委託料｣という。）をもって、

頭書の履行期間（以下｢履行期間｣という。）に別紙｢荒尾市公共施設包括管理

委託事業調査業務仕様書｣（以下「仕様書」という。）に基づく頭書の委託業

務（以下｢委託業務｣という。）を完了しなければならない。 

２ 仕様書に明記されていない仕様があるときは、委託者及び受託者が協議し

て定める。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第２条 受託者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、

又は承継してはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、

この限りではない。 

２ 委託者は、この契約の成果品を自由に使用し、又はこれを使用するに当た

り、その内容等を変更することができる。 

 

（再委託等の禁止） 

第３条 受託者は、委託業務の処理の全部若しくは大部分を一括して他に委託

し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得た

ときは、この限りでない。 

 

（調査及び報告） 

第４条 委託者は、必要と認められるときは、受託者に対して委託業務の処理

状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。 

 

（業務内容の変更等） 

第５条 委託者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託

業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行

期間を変更する必要があるときは、委託者及び受託者が協議して、書面によ

りこれを定める。 

２ 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者はその損害を

賠償しなければならない。この場合の賠償の額は、委託者及び受託者が協議

して定める。 

 

（期間の延長） 

第６条 受託者は、その責に帰することができない事由により、履行期間内に

委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、委託者に



 

対して遅滞なくその事由を付して履行期間の延長を求めることができる。た

だし、その延長日数は、委託者及び受託者が協議して定める。 

 

（損害経費の負担） 

第７条 委託業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）

のために必要を生じた経費は、受託者が負担するものとする。ただし、その

損害が委託者の責に帰する事由による場合においては、その損害のために必

要を生じた経費は、委託者が負担するものとし、その額は、委託者及び受託

者が協議して定める。 

 

（履行遅滞の場合における延滞金） 

第８条 受託者の責に帰する事由により、履行期間内に委託業務を完了するこ

とができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込み

があると認めたときは、委託者は、延滞金を徴して履行期間を延長すること

ができる。 

２ 前項の延滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じて政府契約の支払遅

延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の財務大

臣の決定する率（以下「財務大臣の決定する率」という。）で計算した金額と

する。 

３ 委託者の責に帰する事由により、第１０条の規定による業務委託料の支払

が遅れた場合には、受託者は、委託者に対して財務大臣の決定する率で計算

した額の遅延利息の支払を請求することができる。 

 

（検査及び引渡し） 

第９条 受託者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく委託者に対して業務

完了報告書を提出しなければならない。 

２ 委託者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から１０日以

内に成果品について検査を行わなければならない。 

３ 前項の検査の結果、不合格となり成果品について補正を命ぜられたときは、

受託者は、遅滞なく当該補正を行い、委託者に補正完了の通知書を提出して

再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日について

は、前項の規定を準用する。 

４ 受託者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を委託者

に引き渡すものとする。 

 

（委託料の支払） 



 

第１０条 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、委託者に対し

て業務委託料の支払を請求するものとする。 

２ 委託者は、前項の請求があったときは、その日から３０日以内に業務委託

料を支払わなければならない。 

 

（権利の帰属） 

第１１条 本契約に基づき作成された報告書等の成果品の著作権（著作権法２

１条から２８条まで）及び工業所有権（特許権、意匠権、商標権及びこれを

受ける権利を含む）は、委託者に帰属する。 

２ 受託者は、委託者に移転された当該成果品に関して、著作者人格権（著作

権法１８条から２０条まで）を行使しないものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、受託者が予め権利を有している著作物（以下

「既存著作物」という）が当該成果品に組み込まれた場合は、既存著作物に

かかる著作権は、受託者に留保されるものとする。この場合、受託者は、委

託者及び委託者が当該成果品を提供した第三者に対し、無償・非独占の形で

当該成果品を利用するのに必要な範囲において、既存著作物の利用を許諾す

るとともに、既存著作物につき著作者人格権を行使しないものとする。  

４ 第１項の規定にかかわらず、第三者が著作権を有している著作物（以下「第

三者著作物」という）が当該成果品に組み込まれた場合は、第三者著作物に

かかる著作権については、当該第三者に留保される。 

 

（委託者の解除権） 

第１２条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契

約を解除することができる。 

 (１) 受託者の責に帰すべき事由により、履行期間内に委託業務を完了する

見込みがないと明らかに認められるとき。 

  (２) 正当な理由がなく受託者が委託業務に着手しないとき。 

  (３) 第２条、第３条又は第１５条の規定に違反したとき。 

  (４) 受託者の役員等が、荒尾市契約等における暴力団等排除に関する措置

要綱（平成２４年告示第３６号、以下「要綱」という。）第２条第４号及

び第５号に規定する暴力団等又は暴力団等関係者若しくは要綱第４条に

規定する排除措置の要件に該当すると認められるとき。 

  (５) 受託者が、次条に規定する事由以外の事由によりこの契約の解除を申

し出たとき。 

  (６) 前各号のほか、受託者がこの契約に違反し、その違反により契約の目

的を達することができないと認められるとき。 



 

２ 委託者は、前項の規定による場合のほか、必要があるときは、受託者と協

議してこの契約を解除することができる。 

３ 前項の規定によりこの契約を解除したときは、委託者はこれによって生じ

た受託者の損害を賠償しなければならない。この場合において、その賠償の

額は、委託者及び受託者が協議して定める。 

 

（受託者の解除権） 

第１３条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、この

契約を解除することができる。 

  (１) 第５条第１項の規定により業務内容を変更したため、業務委託料が３

分の２以上減少したとき。 

  (２) 委託者が、この契約に違反し、その違反によって委託業務を完了する

ことが不能となるに至ったとき。 

２ 前項の規定によりこの契約を解除したときは、前条第３項の規定を準用す

る。 

 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第１４条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、業務委

託料の１０分の１に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支

払わなければならない。 

  (１) 第１２条第１項の規定によりこの契約が解除された場合 

  (２) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事

由によって受託者の債務について履行不能となった場合 

２ 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合と

みなす。 

  (１) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法

（平成１６年法律第７５号）の規定により選任された破産管財人 

  (２) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生

法（平成１４年法律第１５４号）の規定により選任された管財人 

  (３) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生  

法（平成１１年法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等  

 

 

（秘密の保持等） 

第１５条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはなら

ない。 



 

２ 受託者は、成果品を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。

ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。 

 

（契約外の事項） 

第１６条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事 

項については、必要に応じて委託者及び受託者が協議して定めるものとする。 


